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高齢者人口 総人口に占める高齢者人口の割合

（資料出所）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成18年12月推計）

高齢者人口（千人） 高齢者人口の割合（％）

我が国の高齢者人口は、２０３０年までの約２５年間で約１，１００万人増加し、
約３，７００万人まで増加する。

2015年
団塊の世代が

高齢者に

高齢者人口の推移

－1－

推計値実績値



【都道府県別の高齢者人口の推移】

２００５年時点の ２０３０年時点の 増加数（万人） 増加率順位
高齢者人口（万人） 高齢者人口（万人） と増加率（％）

埼玉県 １１６ ２０５ ８９（＋７６％） １

沖縄県 ２２ ３８ １６（＋７１％） ２

神奈川県 １４９ ２５４ １０６（＋７１％） ３

千葉県 １０６ １８２ ７５（＋７１％） ４

愛知県 １２５ １９８ ７３（＋５８％） ５

（東京都） ２３３ ３６１ １２８（＋５５％） ７

山口県 ３７ ４３ ６（＋１５％） ４３

高知県 ２１ ２３ ３（＋１３％） ４４

山形県 ３１ ３５ ４（＋１２％） ４５

秋田県 ３１ ３４ ３（＋１０％） ４６

島根県 ２０ ２２ ２（＋ ８％） ４７

全国 ２５７６ ３６６７ １０９１（＋４２％）

－2－

○今後急速に高齢化が進むのは、首都圏をはじめとする「都市部」。
都市部においても、高齢期の「住まい」などが大きな課題となる。

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口」（平成１９年５月推計）

今後急速に高齢化が進む都市部



＜高齢一人暮らし世帯数の推移＞
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（資料出所）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」（平成20年３月推計）、「日本の将来推計人口」（平成18年12月推計）

推計値実績値
一人暮らし高齢者

（千人）

高齢者人口に占める割合
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高齢者一人暮らし世帯の増大

○今後、同居率の低下に伴い、高齢者の一人暮らし世帯が急増



都道府県別合計特殊出生率地図（2006年）
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都道府県別の合計特殊出生率
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二次救急医療機関

(入院を要する救急医療機関)
(１．2)

診療所
(8．97)

三次救急医療機関
(救急救命センター)

(0.71)
※全国に２０１機関

人口 11623人

高齢者(65歳以上)

2335人

要介護（支援）認定者

393人

通所介護
(１．７７)

訪問介護
(１．９１)

特別養護老人ホーム
（２．２５）

一般病院
(0．71)

保育所
(２．０７)

人口 5万人

高齢者(65歳以上)

10040人

要介護（支援）認定者

1690人
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地域における医療・福祉の提供体制の現状

(注)カッコ内は、中学校

区あたりの設置数(※)

(注)カッコ内は、人
口5万人あたりの設
置数(※)

居宅介護支援事業所
(２．５１)

中学校区
全国で10992校

5万人

～30万人圏

50万人圏

(※)診療所については、平成18年医療施設調査における施設数を全人口対中学校区の人口比で、一般病院については同調査における施設数を全人口対5万人
あたりの人口比でそれぞれ単純計算したもの。2次、3次救急医療機関については、医政局調査による平成19年3月末の施設数を全人口対5万人あたり、全人口
50万人あたりの人口比で、それぞれ単純計算したもの。介護関係施設については、平成18年介護サービス施設・事業所調査における事業所数を全人口対中学
校区の人口比で単純計算したもの。保育所については、平成18年社会福祉施設等調査における施設数を全人口対中学校区の人口比で単純計算したもの。

老人保健施設
（１．３３）

(注)カッコ内は、人
口50万人あたりの
設置数(※)
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＜施策の方向性＞
医療－病院・診療所が機能分化・連携を図り、地域医療のネットワーク化を図る。

介護－高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい暮らしができるよう、
住宅施策も含め、広義の在宅で介護が受けられる体制を整備する。

子育て支援－子育て家庭を支える地域の取組の強化を行う。

安心して暮らせるために必要な生活機能

＜基本的考え方＞

地域で安心して暮らせるためには、

・日常の生活圏内で一次的な医療・介護が受けられる体制が整っていること

・安心して子育てできる環境があること

・さらに両者を補うものとして地域のコミュニティ活動が存在していること

が重要。



医療の情報が少なく、地域の
医療体制がわかりにくい

地域における医療機能の明確化や機能
分化・連携・情報開示・ＩＴの活用の推進

地域の急性期を担う医療機関の
体制が弱まっている 総合的な医師確保対策の推進

②

夜間や休日などの身近な場所
での医療に不安がある

開業医の役割の重視と総合的な診療に
対応できる医師の養成・確保

在宅での療養生活を
選択することが難しい

在宅医療など高齢者の生活を
支援する医療の推進

①

②

③

④

医療政策の課題と方向性
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○新しい医療計画により(平成20年4月～)、脳卒中、がん、小児救急医療など事業別に、地域の医療連携
体制を構築する。

○地域の医療連携体制内においては、地域連携クリティカルパスの普及等を通じて切れ目のない医療を提
供する。

○医療機能の分化・連携の推進による切れ目のない医療の提供

○在宅医療の充実による患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上

○医療情報の提供による適切な医療の選択の支援

○介護保険等の様々な施策との適切な役割分担・連携も図りつつ、患者・家族が希望する場合の選択

肢となり得るよう、在宅医療の提供体制を地域において整備する。

○24時間対応ができる在宅医療や終末期医療への対応に係る評価等在宅医療に係る診療報酬上の

評価を充実する。

○都道府県による医療機関の医療機能に関する情報の公表制度の実施

○広告できる事項の拡大

－8－

地域医療提供体制の構築



“現在の医療計画制度の問題点”

（１）患者の実際の受療行動に着目するのではなく、医療
提供サイドの視点で構想。

（２）地域の疾病動向を勘案しない量的な視点を中心に構想。

（３）地域の医療機関が担える機能に関係なく、結果として
大病院を重視することとなる階層型構造を念頭に構想。

《新たな医療計画制度での医療連携体制の考え方》

（１）患者を中心にした医療連携体制を構想

（２）主要な事業ごとに柔軟な医療連携体制を構想

（３）病院の規模でなく医療機能を重視した医療連携体制を
構想

３次医療：先進的な技術や特殊な医
療、発生頻度が低い疾病
に関するものなどの医療
需要に対応した医療

２次医療：入院治療を主体とした医療活動
がおおむね完結する医療

１次医療：普段からの健康相談が受けられる、
かかりつけ医を中心とした地域医
療体制の確立を目指した医療

〔これまでの医療計画の考え方〕 〔新たな医療計画の考え方（イメージ）〕

かかりつけ医機能

（診療所・一般病
院）

専門的な
治療を行

う
機 能

介 護 ・ 福
祉

サービス
機 能

回 復 期
リ ハ ビ リ
機 能

療 養 を
提供する
機 能

主要な事業ごとに医療機
関の医療機能（医療連携
体制）が明示されることで
患者の安心感を確保。

救急医療
の 機 能 住 民

患 者

階層型構造の医療提供体制から住民・患者の視点に立った医療連携体制への転換
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都道府県は、医療計画に、４疾病（がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策）及
び５事業（救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療）の医療体制それぞれに
ついて、必要な医療機能（目標、求められる体制等）及び担う医療機関・施設の具体的名称を記載
し、住民にわかりやすく公表する。

地域の救急医療の機能
を有する医療機関

回復期リハビリの機能
を有する医療機関

生活リハを含めた療養
医療を提供する

機能を有する医療機関

＜目標＞
・発症後３時間以内に専門的
治療開始

・早期のリハビリ実施

＜求められる体制＞
・２４時間対応可能なこと
・脳梗塞の場合、t-PAによる
脳血栓溶解療法が実施可能な
こと

・廃用群症候群や合併症の予防
セルフケアの早期自立のため
のリハビリテーションが実施
可能なこと

・▲▲リハビリ病院
・◇◇病院（回復期リハ病棟）

・
・

＜目標＞
・生活機能維持・向上等維持期の
リハビリ実施

＜求められる体制＞
・在宅復帰を支援するため居宅介
護サービス等を調整すること

・再発予防の治療、基礎疾患・危
険因子の管理、抑うつ状態への
対応が可能なこと

・○○病院
・△△病院

・
・

＜目標＞
・機能障害改善・ＡＤＬの向上等
回復期のリハビリ実施

＜求められる体制＞
・理学療法、作業療法、言語聴覚
療法等のリハビリが専門医療ス
タッフにより集中的に実施可能
であること

・再発予防の治療、基礎疾患・危
険因子の管理、抑うつ状態への
対応が可能なこと

・介護老人保健施設◇◇
・□○診療所

・
・

都道府県医療計画
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医療計画に医療連携体制を明示



○ 脳卒中の発症
予防

発症予防

○ 来院後１時間以内の
専門的治療開始

○ 急性期のリハビリ
テーション実施

救急医療

○○病院（救命セン
ター）

△△脳神経外科病院

救
急
搬
送

発症

時間の流れ

医

療

機

能

救
急
要
請

転院・退院時連携

転
院
時
連
携

○ 維持期のリハビリテ－ション実
施

○ 在宅等への復帰及び日常生活
継続を支援

日常生活への復帰及び維持の
ためのリハビリテーション

介護保険施設●●

□□脳神経外科医院

○ 在宅療養支援

○ 希望する患者に対する看取り

生活の場における
療養支援

◆◆クリニック

▲▲診療所

○ 回復期のリハビリテ－ショ
ン実施

○ 再発予防治療、基礎疾
患・危険因子の管理

身体機能を回復させる
リハビリテーション

◇◇リハビリテーション病院

■■病院（回復期リハ病棟）

退院時連携

退院・退所・通院、在宅療養支援

脳卒中の医療体制

在宅等での生活
ケアハウス、有料老人ホーム等
多様な居住の場を含む
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奈井江町

「砂川市立病院」に
産婦人科医を集約

・ 出産、入院治療、時間外

救急対応、研修医師・看護
師の教育・実習等の実施。

・ 高度な医療の実施

<医療連携による役割分担
>

砂川市

滝川市

砂川市

奈井江町

【従前】 【Ｈ１６．１０から】

３つの市立病院に、産婦人科医が１～２名
配置され、それぞれ分べんを実施。

・ 各病院で医師確保に苦労

・ 過重な勤務環境

医療機能の充実による地域の診療レベル向上。

他の２病院では、砂川市立病院からの派遣医

師による外来診療実施。

限られた医療資源を効率的に活用。

・ これまで診療できなかった1,800g未満の未熟児の診療
が可能（実際に妊娠28週1,020gの未熟児の診療も実施）

札幌市や旭川市に行かなくても地域で診療可能。

・ 勤務医の勤務環境の改善

対象人口約１５万人

美唄市

滝川市

美唄市

滝川市立病院

砂川市立病院

市立美唄病院

医療資源の集約化の例（北海道中空知地域）
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公立病院改革の再編・ネットワーク化のモデル例
（総務省「公立病院改革ガイドライン」より）



在宅療養支援診療所

訪問看護
ステーション

居宅介護支援
事業所

デイケア
センター

訪問介護
事業所

連携連携

外来診療
訪問診療

訪問看護

訪問介護

ケアマネジメント

通所リハ

病院・有床診 老人保健施設 特別養護老人ホーム

回復期リハビリテーション 緊急時の入院対応 在宅復帰の支援 終末期を含めた
在宅にかわる生活

後方支援

在宅
（自宅、ケアハウス、有料老人ホーム等

居宅サービス）

連携

在宅療養支援拠点

○在宅医療を推進する観点から、24時間体制で終末期も含め、患者の急変に対応できるよう、在宅療養支援
診療所の整備を進めている。（2006年7月1日現在で9434施設。）

－14－

在宅医療の推進

病院



○在宅患者相互連携システム（イエローカード・システム）

・制度の概要
ア 在宅の寝たきり患者が、病状の悪化に備えて、自分が診療を希望する病院を選択し、かか

りつけ医は、当該患者の病状をあらかじめ病院に登録する。
→ 患者にイエローカードを配付

イ 家で寝たきりの患者の容態が急に悪くなったときは、まず、かかりつけ医に連絡するが、万
一連絡がとれない場合は、イエローカードに登録してある病院に連絡し、当該病院で診療を
受け、必要ならば入院もできる。

○在宅医療支援看取りシステム（グリーンカード・システム）

・制度の概要
ア 家族とともに在宅で最後を全うしたいと希望する患者について、かかりつけ医は患者の希
望を受けて、あらかじめ病状を医師会に登録しておく。
→ 患者にグリーンカードを配付

イ 在宅で看取りを希望される患者の容態が急変したときには、まず、かかりつけ医に連絡す
る。万一連絡がとれない場合は、救急隊に電話をし、グリーンカードを持っていることを伝え
ると、救急隊が当番の医師に連絡し、当該医師が駆けつけ、在宅患者の看取りを行う。

－15－

静岡市静岡医師会と市内の病院で行われている在宅医療の地域連携の例



地域医療充実のためのITの活用

（画像伝送）

診察

治療

相談

助言
患 者 医師（病院・診療所） 専門医（大学病院等）

在宅患者 医 師指示

診察

専門医から適切な助言を得ることにより、患
者に対する治療や手術範囲の決定に活用

遠隔医療補助事業

在宅患者の血圧、心拍数、呼吸数等の数値や音声
などの情報をＩＴを活用して収集

へき地・離島診療所 へき地医療拠点病院

高度の機能を有する病院等

へき地・離島診療支援システム

へき地医療支援機構

症例検討会
テレビ会議等

診療相談対応医師

へき地・離島診療支援システム設備整備事業
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出産や育児による医師等の離職を防止し、復職を促すため、院内保育所の整備など女性の働きやすい職場環境の整備を図る
とともに、女性医師の復職のための研修等を実施する病院等への支援や女性医師バンクの体制を充実する。

医師不足地域に対し、都道府県からの求めに応じ、国レベルで緊急臨時的な医師の派遣を行う体制を整備する。上記の実施
に伴い、規制緩和等の所要の措置を講じる。

１．医師不足地域に対する国レベルの緊急臨時的医師派遣システムの構築

２．病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備等

病院勤務医の過重な労働を解消するため、交代勤務制など医師の働きやすい勤務環境の整備、医師、看護師等の業務分担
の見直し、助産師や医療補助者等の活用を図る。また、特に勤務が過重で、深刻な医師不足の現状にある地域医療を支える
病院への支援を充実する。さらに、一次救急を含めて地域医療を担う総合医の在り方について検討する。

大学病院を含む医師臨床研修病院の臨床研修制度の在り方や定員の見直し等を行うことにより、都市部の病院への研修医の
集中の是正に取り組む。また、臨床研修後の専門医に向けた研修の在り方についても、地域医療への従事や医師派遣の仕組
みと関連付けて検討する。

４．研修医の都市への集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等

産科補償制度の早期実現や、診療行為に係る死因究明制度（医療事故調査会）の構築など、医療リスクに対する支援体制を
整備する。

５．医療リスクに対する支援体制の整備

地域や特定の診療科で医師が不足している現状に対応し、奨学金を活用して都道府県が定める地域や診療科に確実に医師
が配置できるための医師養成数の緊急臨時的な増加を行う。さらに、地域の医療に従事する医師数の増加を図るため、医学
部における地域枠の拡充を図るとともに、医師養成総数が少ない県においては、医師の養成数を増加させる。また、臨床医を
養成する医育機関の在り方についても検討する。

６．医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進

３．女性医師等の働きやすい職場環境の整備
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緊急医師確保対策について（平成19年5月31日 政府・与党）
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○高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続するため、高齢者のニーズや状態の変化

に応じて、切れ目なく必要なサービスが提供される体制を整備する「地域包括ケア」の考え方が重要。

在宅

訪問系サービス

訪問介護、訪問看護、訪問入浴

通所系サービス

通所介護、通所リハビリテーション

短期滞在系サービス

認知症高齢者グループホーム 居住系サービス

有料老人ホーム、ケアハウス

入所系サービス

特別養護老人ホーム、老人保健施設

施設

一般的なサービス

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導認知症対応型デイサービス

夜間対応型訪問介
護

小規模・介護専用型の特定施設

小規模特別養護老人ホーム

地域密着型サービス

地域における介護サービスの体系

小
規
模
・多
機
能
型
サ
ー
ビ
ス

市町村が指定 都道府県が指定



長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

新
予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業

地域医師会、福祉
関係団体、介護支
援専門員等の職能

団体

利用者、被保険者（老人クラブ等）介護保険サービスの関係者

ＮＰＯ等の地域サー
ビスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

地域包括支援センター
運営協議会

ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット
ワークの構築

総合相談・支援事業

ケアマネジャー

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント

被保険者

主治医

多職種協働・連携の実現支援

連携

行政機関、保健所、医療機関、児童相

談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス

虐待防止

主治医

ボランティア

民生委員

包括的・継続的ケアマネジメント
支援事業

主任ケア
マネジャー等

介護予防ケアマネジメント事業

・センターの運営支援、評価 ・中立性の確保
・地域資源のネットワーク化 ・人材確保支援

保健師等

社会福祉士等

介護相談員

チームアプローチ

虐待防止・早期発見、権利擁護

居宅介護支援
事業所

⇒市区町村ごとに設置
（市区町村が事務局）

包括的支援事業の円滑な実
施、センターの中立性・公正
性の確保の観点から、地域
の実情を踏まえ、選定。
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地域包括ケアシステムのイメージ



連携
都道府県・市
住宅部局

都市再生機構

市町村
福祉部局

グループホーム

バリアフ
リー改修

緊急

住宅施策との連携のイメージ

医療

集合住宅 集合住宅

在宅療養支援
診療所

NPOレス
トラン

バリアフ
リー改修

商店

店舗

バリアフ
リー改修

訪問看護
ステーション

バリアフ
リー改修

バリアフ
リー改修

介護 緊急

バリアフ
リー改修

医療

緊急緊急 緊急 緊急

バリアフ
リー改修

小規模多機能型
居宅介護

介護

タクシー会社

緊急通報オ
ペレーションセ
ンター

連携

【住宅施策と福祉施策の連携の具体的取組例】

○公共賃貸住宅

・シルバーハウジングプロジェクト（バリアフリー住戸、緊急通報システム等を備え、見守りサービス、生活相談、緊急時の

対応等のサービスを提供。）

・公共賃貸住宅と福祉施設の合築・併設（100戸以上の公営団地の整備については、原則として福祉施設等を合築・併設。）

○民間賃貸住宅

・一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅で提供される介護について、特定入居者生活介護の対象としている。

・医療法人による高齢者専用賃貸住宅の供給（医療法人による見守りサービス付の高齢者専用賃貸住宅の供給が可能。）

食事

緊急
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合計特殊出生率＝ × ×

＝（１－ 23.6％ ）× 1.69人 × 0.97～0.98程度 ･･･ １.２６（2055年）

＝（１－ 10％ ）× 2.0人 × 0.96～0.97程度 ･･･ １.７５程度
仮定出生率

新人口推計
（平成18年12月推計）

生涯
未婚率

夫婦完結
出生児数

離死別等

の影響
１－

2005年以降生まれ世代の仮定値（中位）
※ 参照コーホート（1990年生）では、23.5%、1.70

国民の結婚、出生に関
する希望が実現した場
合の合計特殊出生率

2055年頃の影響度（中位）

2040年頃の影響度（中位）

結婚に関する国民の希望 子供に関する国民の希望

「いずれ結婚するつもり」と答えた
未婚者の割合

男性 87.0%
女性 90.0%

出典：2005出生動向基本調査（独身者調査）

既婚者の割合

男性 27.2%
女性 36.0%

出典：平成17年国勢調査

注：18～34歳の者の数値

同世代人口の中の「既
婚者及び結婚意欲のあ
る未婚者」の割合

男性 90.7%

女性 93.9%
注：配偶関係不詳を按分して算
出

→国民が希望する子供数は平均２人以上→国民の９割以上が結婚を希望

「いずれ結婚するつも
り」と答えた未婚者の希
望子供数

男性 2.07人

女性 2.10人
注：１８～３４歳の者の数値
出典：2005出生動向基本調査

（独身者調査）

夫婦の理想子供数、予
定子供数

理想子供数 2.40人

予定子供数 2.15人
注：３４歳以下の者の数値
出典：2005出生動向基本調査

（夫婦調査）

10%未満 2.0人以上

○ 将来推計人口（平成18年中位推計）において想定されている日本の将来像と、実際の国民の希望とは大きく乖離。

○ この乖離を生み出している要因としては、雇用の安定性や継続性、仕事と生活の調和の度合い、育児不安などが指摘されてお
り、出産・子育てと働き方をめぐる問題に起因するところが大きい。

希望を反映した人口試算の仮定
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結婚や子育てをめぐる国民の希望と現実の乖離～急速な少子化を招いている社会的な要因



「親の就労と子どもの育成の両立」
「家庭における子育て」を包括的に
支援する枠組み（社会的基盤）の構築

働き方の改革による
仕事と生活の調和の実現

「二者択一構造」解消のための「車の両輪」

多様な働き方ができない、非正規雇用の増大、長時間労働など、「働き方を
めぐる様々な課題」、就労と結婚・出産・子育てとの「二者択一構造」が存在。

結婚の「壁」
・経済的基盤のなさ

（低収入・不安定雇用など）

・出産後の継続就業が困難

（育休が利用しづらい・保育所待機

児童が多いなど）

出産（第１子）の「壁」
・子育てしながら就業継続できない

・仕事と家庭生活との両立困難

（長時間労働など）

出産（特に第2子～）の「壁」
・男性の家事・育児分担の少なさ

（長時間労働など）

・育児不安

（家庭内・地域のサポート不足など）

・教育費の負担感（特に第３子～）

結婚や出産・子育てに関する希望と現実の乖離をつくり出している現状において、結婚や出産・子育てに関する希望と現実の乖離が存在。

背景には・・・

少子化の原因・背景となっている「二者択一構造」の解決にむけて
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関係者が果たすべき役割

企業と働く者

協調して生産性の
向上に努めつつ、
職場の意識や職場
風土の改革とあわ
せ働き方の改革に
自主的に取り組む

国・地方公共団体

国民運動を通じた気
運の醸成、制度的枠
組みの構築や環境整
備などの促進・支援
策への積極的な取組、
地域の実情に応じた
展開

仕事と生活の調和を推進し、国民の希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービスの考え方

①親の就労と子どもの育成の両立を
支える支援

②すべての子どもの健やかな育成を
支える対個人給付・サービス

③すべての子どもの健やかな育成の
基盤となる地域の取組

○ 就業希望者を育児休業と保育（あるいは
その組合せ）で切れ目なくカバーできる
体制、仕組みの構築

○ そのための制度の弾力化（短時間勤務を
含めた育児期の休業取得方法の弾力化、
家庭的保育など保育サービスの提供手段
の多様化

○ 保育所から放課後児童クラブへの切れ目
のない移行

○ 一時預かりをすべての子ども・子育て家
庭に対するサービスとして再構築（一定の
サービス水準の普遍化）

○ 子育て世帯の支援ニーズに対応した経済
的支援の実施

○ 妊婦健診の望ましい受診回数の確保のため
の支援の充実

○ 各種地域子育て支援の面的な展開（全戸訪
問の実施、地域子育て支援拠点の整備）

○ 安全・安心な子どもの放課後の居場所の設
置

○ 家庭的な環境における養護の充実など、適
切な養育を受けられる体制の整備

② 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（国民的な取組の大きな方向性の提示）

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（企業や働く者等の効果的取組、国や地方公共団体の施策の方針） を策定

① 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

仕事と生活の調和が実現した社会の姿

①就労による経済的
自立が可能な社会

②健康で豊かな生活の
ための時間が確保
できる社会

③多様な働き方・生き
方が選択できる社会

国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果
たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期と
いった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会

就労と出産・子育ての二者択一構造の解消に向けて、戦略的な対応が必要との認識から、①「働き方の見直しによる仕
事と生活の調和の実現」とその社会的基盤となる②「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」について重点的に検討。
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「子どもと家族を応援する日本」重点戦略のポイント



福井県は、平成１６年には合計特殊出生率が１．４５と過去最低を記録した(全国第11位)が、
平成17年は1．50と反転し、全国第2位となっている。

取組み例(家庭や地域における子育て支援)
①子育てマイスター地域活動推進事業

→保育士や保健師等の有資格者を「子育てマイスター」として募集し、約400人が登録。児童館、公民館での育児相談などのボ

ランティア活動を実施。

②すみずみ子育てサポート事業

→保護者が通院や冠婚葬祭、学校行事等へ参加する場合、ＮＰＯ法人やシルバー人材センター等が実施する一時預かり、保育

所等への送迎といったサポート

③父親の子育て力向上推進事業

→父親の子育てへの関わりを増やし家庭における子育て力の向上を図るため、ＮＰＯ法人等の団体が企画・実施する父親対象

の講座や学習会、親子イベントなどの取組を支援。
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子育て支援の取組例～福井県を例に～

取組み例(企業の取組への支援)
①父親子育て応援企業表彰

→父親の子育てを応援する取組を行う企業を表彰。受賞企業には、県制度融資を利用する場合の保証料全額補給をや県の入札

資格における審査項目として加点評価。

②子育て応援プラスワン宣言企業

→従業員の子育てを応援するための具体的な取組を宣言として募集し、県のＨＰ等で広く紹介し、企業のイメージアップを図る。

取組み例(経済的支援)
○ふくい３人っ子応援プロジェクト

3人目以降の子どもについて、生まれる前の妊婦健診費から3歳に達するまでの保育料や病児保育・一時保育等の利用料、医療

費を原則無料化。



出生率が上昇している地方自治体の特徴～静岡県長泉町を例に～

○「出生率上昇に寄与する政策効果に関する研究（平成17年2月 財団法人こども未来財団）」を参考に作成

○長泉町の合計特殊出生率は、1990年の1．62から2000年には1．72と上昇している。

→南東部に人口が集中し、東西２．５Km、南北３．５Kmくらいの範囲に、保育所５つすべてが、幼稚園６つの

うち５つが集中し、各地区に歩いて通える所に保育所や幼稚園がある。

利便性の高さ

相乗効果の可能性

→比較的せまい居住地域に多くの人が住んでいることで、子育て家庭相互の交流を深めやすい環境にある。
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長泉町の特徴（地理的特徴・産業構造など）

○新幹線三島駅、東名高速沼津ＩＣ、裾野ＩＣに国道246号など主要交通網に恵まれている。

○企業進出が多くなっており、また、2002年に県立がんセンターが開院するなど就業の場に恵まれている。

○人口増加率(平成12年→17年国勢調査)が県内でもっとも高く、財政力指数が1．38（平成18年度）と県内で

最も高い。

子育て環境の特徴

・保育所・・・町内に5ヶ所の保育所があり、このうち3ヶ所で延長保育を実施。

・地域子育て支援センター・・・5ヶ所の保育所のうち、3ヶ所の保育所内に設置されている。

・こども医療費助成・・・対象年齢は、小学校3年終了まで。入院・通院ともに無料。

子育て環境と支援施策



１．趣旨

地域社会で支援を求めている者に住民が気づき、住民相互で支援活動を行う等
の地域住民のつながりを再構築し、支え合う体制を実現するための方策を検討す
るため、「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」を開催。

２．主な検討項目
（１）地域福祉の意義と役割について
（２）地域福祉の現状について
（３）地域福祉に関する諸政策についての評価
（４）今後の目指すべき方向

３．開催時期等
平成１９年１０月３日に第１回を開催し、平成２０年３月末報告書が取りまとめられ
た。

４．その他
研究会は、厚生労働省社会・援護局長の下に置かれた。

これからの地域福祉のあり方に関する研究会について
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Ⅱ 現状認識と課題設定

○社会の変化
・ 少子高齢化の進行と従来の安心のシステムの変容
・ 地域社会の変化

○福祉・医療政策の施策の動向
・ 近年の福祉制度改革

（高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、在宅医
療の推進）
・ 近年の福祉施策の方向性
① 利用者本位の仕組み
② 市町村中心の仕組み
③ 在宅福祉の充実
④ 自立支援の強化
⑤ サービス供給体制の多様化

○地域における多様な福祉課題
・ 公的な福祉サービスだけでは対応できない
生活課題

・ 公的な福祉サービスによる総合的な対応が
不十分であることから生じる問題

・ 社会的排除の対象となりやすい者や少数者、
低所得者の問題

・ 「地域移行」という要請
○地域で求められていること
・ 安心、安全の確立
・ 次世代を育む場としての地域社会の再生

○住民の自己実現意欲の高まり
・ 住民の自己実現意欲の高まりと地域参加

○これからの福祉施策における地域福祉の位
置付け

○地域における「新たな支え合
い」（共助）を確立する

○地域で求められる支え合い
の姿

○地域の生活課題に対応する

○住民が主体となり参加する場

○ネットワークで受けとめる

○住民主体を確保する条件があ
ること

○地域の生活課題発見のための
方策があること

○適切な圏域を単位としているこ
と

○地域福祉を推進するための環
境
・ 情報の共有
・ 活動の拠点
・ 地域福祉のコーディネーター
・ 活動資金

○核となる人材

市
町
村
の
役
割

Ⅴ 留意すべき事項
・多様性を認め、画一化しない
・地域がもっている負の側面
・情報の共有と個人情報の取
扱い

Ⅲ 地域福祉の意義と役割 Ⅳ 地域福祉を推進するために必要な条件と
その整備方策

地域社会の再生の軸としての福祉

Ⅰはじめに

○見直しの対象
○検証と見直しの観点
○個別の既存施策の検証、見直し
・地域福祉計画 ・福祉サービス利用援助事業
・民生委員 ・生活福祉資金貸付制度
・ボランティア活動 ・共同募金
・社会福祉協議会

Ⅵ 既存施策の見直しについて

地域における「新たな支え合い」を求めて－住民と行政の協働による新しい福祉－
（研究会報告書の構成）
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コーディネーターの配置（市町村事業）

地 域 住 民

活 動 の 拠 点
（集会所、空き店舗等の活用）

自発的な福祉活動（インフォ－マル）

・見守り、声かけ活動

・簡易なボランティア活動

・日常生活支援

・グループ援助活動

町内会・自治会 ボランティア ＮＰＯ寄

付

日常生活圏域（例えば中学校区）

共同募金
配 分

－28－

地域福祉活動活性化事業(平成20年度予算案で創設)

地域福祉における拠点づくりと見守り活動等を活性化させるため、地域福祉活動を調
整する役割を担う専任の担当者の市町村への配置等を支援する事業
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